
京都市消防局訓令乙第９号                     

各 部                                                 

消 防 学 校 

                                                 各 消 防 署 

 京都市消防局災害活動組織の編成及び運用に関する規程の一部を次のように改正する。 

  令和３年３月３０日 

                                京都市消防局長 山 内 博 貴 

第１６条第１項中「（以下「局長」という。）は」の右に「，別に定めるところにより」

を加える。 

第２１条第２項中「必要に応じ」を，「別に定めるところにより」に改める。 

別表第１ ２局警防本部の項中「部隊に」の右に「，北部方面統括指揮隊１隊」を加え，

同表３局警防本部の項中「部隊に」の右に「，北部方面統括指揮隊１隊」を加え，同表４

署警防本部の項中「５０隊」を「４８隊」に，「８６隊」を「８８隊」に改め，同表備考２

を削り，同備考１中「会計年度任用職員以外の」を削り，「全員」の右に「（別に定める者

を除く。）」を加え，同備考１を同備考とする。 

別表第４警防本部別の項中  

 

１  １   ２ １  １   ２ 

 

２  １   ３ ２  １   ３ 

 

 

                               

  

                       

  

                         

隊合計の項中「１３」を「１４」に，「６０」を「６１」に，「８８」を「８９」に，「５０」

を「４８」に，「８６」を「８８」に改める。 

附 則 

４  １ ４ ３  １ ５ 

３  １ ４ ２  １ ５ 

５０ １ １２ ８６ ４８ １ １２ ８８ 

「
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」
に改め，同表増強部 
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この訓令は，令和３年４月１日から施行する。 

（消防局警防部警防計画課） 


